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１．学校における危機管理の方針 

⑴危機管理の目的 

    ①子どもと教職員の生命を守ること。 

    ②子どもと教職員の信頼関係を維持し、日常の組織・運営を守ること。 

③学校に対する保護者や地域社会からの信用や信頼を守ること。 

 

 ⑵危機の対象   

分類 内容 

学習活動等 

学習活動 運動時、実習・実験、校外活動中の事故 

特別活動 修学旅行、現場学習等での事故 

部活動 熱中症による入院、運動時の事故 

その他の活動 学校施設利用中の事故 

登下校 
交通事故 死傷事故等 

不審者 不審者による声かけ、わいせつ行為等 

健康 

感染症 新型コロナウィルス、インフルエンザ、感染性胃腸炎等 

アレルギー 食物アレルギーによるアナフィラキシー等 

食中毒 給食等による集団食中毒、給食への異物混入等 

問題行動等 
非行少年 万引き、暴力、性犯罪、喫煙、飲酒、薬物、深夜徘徊等 

いじめ 校内におけるいじめ、起因する傷害・自殺、ネットいじめ 

災害 
火災・自然災害・J ア

ラート作動 

火事、地震、津波、台風、風水害、土砂災害、竜巻、落

雷、原子力災害、弾道ミサイル発射 

施設設備 施設設備 施設の保守管理、修繕の不備、誤使用等の人身事故 

教職員 

不祥事 教職員の不祥事（飲酒運転、暴力行為、セクハラ 等） 

健康管理 心身の不調による業務への影響 

事故 交通事故 

教育計画 教育課程 未履修 

財務 
資金管理 公金の遺失、横領 

会計処理 不適正な公金支出、部費の不適切な執行 

情報管理 
個人情報 個人情報の漏洩 

情報システム システムダウンによる影響、ウイルスによる影響 

業務執行 

保護者 保護者に対する不適切な対応による信用失墜 

威力業務妨害 不当要求、クレーム 

広報・報道 報道機関に対する不適切な対応による信用失墜 

  

⑶ 基本的対応 

①校内体制を整備し、組織的に取り組む 

    ②学校・生徒の実態に基づき、意図的・継続的に取り組む 

    ③家庭・地域・関係機関・団体等と十分に連携する。  
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２ 危機管理・緊急対応に関する体制 

 （１）対応及び組織 
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（２）事件・事故対策本部役割分担 

 

（３） 具体的な事例対応（食物アレルギー・転倒事故） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役割 主な内容 担当者 

順位 1 順位 2 順位 3 

本部 

(指揮司令者) 

全体の状況把握と必要な指示、掌握 校長 教頭 学年主任 

生徒指導主事 

聞き取り担当 教職員・生徒の聞き取り 校長 

各学級担任 

教頭 

副担任 

学年主任 

生徒指導主事 

個別担当 被害生徒保護者の個別窓口 各学級担任 副担任 教科担任 

保護者担当 保護者会の開催や PTA役員との連携 教頭 校長 教務主任 

報道担当 報道機関への窓口 校長 教頭 教務主任 

学校安全担当 校長・教頭の補佐・学校安全対策・

警察との連携 

生徒指導主事 教務主任 学年主任 

庶務担当 事務を総括 事務主幹 教頭 教務主任 

情報担当 情報を総括 校内情報担当 教頭 教務主任 

総務担当 学校再開を総括 教頭 校長 生徒指導主事 

学年担当 各学年を総括 学年主任 副担任 各学級担任 

救護担当 負傷者の実態把握、応急手当、心の

ケア 

養護教諭 生徒指導主事 SC、SSW 

ハラスメント担当 保護者・教職員等からのハラスメント

担当 

教頭 校長 （市教委） 
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⑷救急車の呼び方 

  ①局番なしの 119番 

  ②つながったら「救急車です」 

  ③「津久見市立津久見中学校です」と正確に場所を伝える。 

  ④「誰が」「いつ」「どこで」「どのように」「どうなった」と報告 

  ⑤事故車や急病人が多い時は「人数」をつたえる。 

  ⑥救急電話をかける前にした応急手当を報告し、次に何をしたらいいのか注意事項を聞く。 

 

３．不審者侵入時の緊急対応 

⑴基本事項 

①敷地内・校舎内の巡視 

○ 校長、教頭、生徒指導主任等で定期的な見回り。 

○ 校舎の１階で授業をしている教職員は、時々外に不審者がいないか注意する。 

②特に必要が出てくれば、ＰＴＡ役員に協力をお願いする。 

  ○警察（津久見幹部交番）にも、パトロールの回数強化を要請する。 

③生徒には、緊急時にとるべき行動を徹底しておく。 

④学校に用のある者は、1階職員室で受付を済ませ、入校許可を得る。 

⑤職員室、校長室等に『刺股（さすまた）』を準備しておく。 

⑥保護者や地域の関係機関、学校周辺の方々から不審者の情報が得られるようしておく。 

⑦校区の小学校（堅徳・青江・津久見・千怒）、津久見高校との連絡を密にしておく。 

 

⑵不審者発生時における教職員の役割分担・連絡体制 

内容  分担  

全体指揮・外部との対応・渉外  校長  教頭  

保護者等への連絡  教頭  

避難誘導・安全確保  学年主任，学級担任、授業担当者  

不審者への対応  発見者，教頭，生徒指導主事  

 

応急手当，医療機関連絡等  養護教諭  

 

電話対応，記録  教頭  事務職員等  

 

安否確認  

 

 

（全体把握）   教頭  

（学年・学級）  学年主任・学級担任  

（校内外巡視）  副担任等  
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⑶地域との連携を図った安全対策 

 

 

 

            

校区の幼小中高校など  

      

           

 ○不審者の情報提供 

 ○事件，事故発生時のサポート 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津久見幹部交番 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

  
一 体 と な っ た 取 組 

  

 

 

 

 

 

         

          

   地域の関係団体 

 

○不審者の情報提供 

○要注意箇所の点検 

○パトロール 

○防犯教室・防犯訓練 

○不審者の保護・逮捕 

 

 

 

○不審者の情報提供 

 

○パトロール 

 

○安全点検・整備 

 

○地域による見守り 

          
中学校

 

○危機管理体制の整備 

 

○日常における安全確保 

 

○事件・事故発生時の安全確保 

 

○通学路，校内の点検・整備 

 

○安全教育の推進 

 

○危機意識の啓発 

  

                              

  

              

 

 

 

 

 

 

医 療 機 関
 

 

（病院・保健所・相談所）  

 

 

 

 

臼杵津久見消防署  

      

 

○治療 

 カウンセリング 

○学校の衛生管理 

 

○救急処置 

○病院への搬送 

 

 

 

                                                                                           

 教 育 委 員 会
 

 

 

 

         

         

  

  

  

  

  

  

 

地 域 住 民
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育友会 

     （保護者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

○危機管理に関する指導・助言 

○情報収集と提供 

○スタッフの派遣等 

○教職員の資質向上 

○関係機関・団体との連絡・調整 

○地域住民への啓発活動 

○施設・設備等の整備 

 

○不審者の情報提供 

○パトロール 

○事件・事故発生時の

 避難場所の提供 

 （子ども１１０番） 

 近くの民家，店など 

○事件・事故発生時の

 安全確保と連絡 

*登下校時･校外学習時 

○不審者の情報提供 

○通学路の安全点検 

○パトロール 

○事件・事故発生時に 

おける協力 

○子どもへの安全指導 
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⑷記録について 

  不審者の侵入などによる緊急事態が発生した場合に、その状況や対応したこと及びその結果などを記録する

ことは、適切な対応、保護者、関係機関等との連絡を図る上で極めて重要なことである。 

 

中 学 校 

 状況判断，対応を決める資料 

 再発防止対策案の資料 

 事後評価の資料 

 

 

 

関 係 機 関 

☆緊急連絡の資料 

 教育委員会 

☆緊急連絡，報告書資料  記 録 の 目 的 

① 事実を客観的に把握し、事後指導

等の基礎資料とする。 

② 連絡、報告の基礎資料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 道 機 関 

☆記者発表の資料 

 

 

 

 

 

保 護 者 

☆状況、対応説明などの 

 資料  

 

記 録 の 整 理 

【記録の内容】 

① 不審者の状況  （人数・場所・凶器・何をしていた等） 

② 子どもの状況  （負傷者の状況・避難の状況等） 

③ 施設設備の破損状況 

④ 教職員の対応状況 （防御・避難誘導・応急手当等） 

⑤ 負傷した教職員の状況 （だれが、どんな、応急手当等） 

⑥ 関係機関等への連絡、支援状況 （警察、消防署、病院、委員会、保護者） 

【記録に当たっての配慮事項】 

① 時系列で記録 

② 正確な内容（事実と推察は区別。不明には「？」を記入） 

③ 箇条書きで簡潔な文 

④ 重要な箇所にはアンダーライン 

⑤ 情報源を備考欄に明記 

【その他】 

① 記録者を決め、情報収集に努め、その都度状況を記入 

② 状況が明確に把握できる記録用紙の工夫 

③ 記録は、緊急事態発生のときは、一ヶ所で集中管理 

④ プライバシー（個人情報保護）に注意  
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⑸記録用紙 

① 状況・対応等について、不審者、学校等に分けて、時系列で逐次記載する記録用紙 

 

日 時 不審者の状況 子どもの状況 学校の対応 関係機関の対応 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 負傷者の状況を一括して把握する記録用紙 

 

 № 発見時刻 氏 名 学年･組 保護者名(Tel) 症状応急手当 搬出時刻 搬送先 付添者 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 拡大した校舎平面図を用意し、緊急の場合、校長室ホワイトボードに貼って活用する。 

 不審者や負傷者等の人数・位置を色付きマグネットか色チョークで記録する。 

 不審者が移動した場合には、ラインで結び、動きが明瞭にわかるようにする。 

 本部の指示の活用に利用する。 
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４．交通事故発生時の対応について 

⑴人命優先の処置 

① 被害者及び加害者の障害の程度にもよるが，人命を第一に尊重し，病院搬送，救急車 の要

請などを優先する。 

② 関係機関へ通報する 

 

⑵連絡体制 

① 警察署（110 番） 

② 校長（不在の場合は教頭） ＊校長が指示した職員が現場へ急行し，現場検証に立ち会うと

ともに事故の状況について，情報収集する。  

③ 車両損害保険会社や関係機関への連絡 

 

⑶事情聴取等 

① 氏名・年齢・住所・連絡先電話・職業等  

② 運転免許の確認（できればコピーする）  

③ 車両損害保険の有無（保険会社名）  

④ 立会人の氏名・連絡先  

⑤ 事故現場の略地図を記録しておく。 

⑥ 現場での警察署の事情聴取には誠意を持って答える。 

⑦ 立会人を入れて，事故に至る状況を確認する。  

⑧ 警察署の判断を確認する。 

⑨ 相手の傷病については，誠意を持って対応する。 

⑩ 警察署への出頭期日を確認する。 

⑪ 再発防止策を協議し，実践する。 

 

⑷関係機関一覧表 

関係機関 

 

住所 連絡先 

大分県教育委員会 大分市府内町 3 丁目 10 番 1 号 097-536-1111(代表) 

大分県中央児童相談所 大分県大分市荏隈５丁目 097-544-2016 

津久見市教育委員会 

 学校教育課 

 管理課 

津久見市大友町５番 15 号 

津久見市図書館 2 階 

0972-82-9526 

臼杵津久見警察署津久見幹部交番 津久見市中央町 760-156 0972-82-2131 

臼杵津久見消防署 

（消防署）（庶務係）（予防係） 

（警防係）（救急係） 

津久見市上青江 3617 番地の 1 0972-82-5211 
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５．情報管理の遵守事項 

⑴本校情報管理の徹底 

 ○学校関係者以外の職員室の立ち入りを制限する。 

 ○教室はもとより、職員室においても個人情報が生徒の目に触れないように厳重に 

保管と管理を行う。 

○個人情報の持ち出しはいかなることがあっても行わない。 

○情報をデータとして管理する場合は、削除も含め、管理職が確認する。 

○つくみっ子みんなで守ろう１０箇条の指導を徹底する。 

○生徒が iPadを扱う場合は、職員がついて使用させる。私物の情報機器は絶対に使用さ

せない。 

○定期的に教職員への研修を行い、情報モラルの徹底と更新を行う。 

 

⑵帰る前にもう一度チェック！！（津久見市教育委員会より） 

 ①USB等のメディアの保管は大丈夫ですか。 

  個人情報が残ったままになっていませんか？ 

 

 ②パソコンの電源は切れていますか。 

  他人にのぞかれたり、操作されたりしていないですか？ 

 

 ③机の上は片付いていますか。 

  個人情報に関する書類、パスワード等のメモはないですか？ 

 

 ④個人情報は持ち出していませんか。 

  個人情報の持ち帰りはやめましょう。 

 

 ⑤FAX、コピーの取り忘れはありませんか。 

  個人漏洩の危険はどこにでもあります。 

 

 ⑥窓や戸のカギは閉まっていますか。 

  外部からの侵入を防ぎましょう。 
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６．災害対策について 

⑴災害時の避難経路（主に地震発生時や津波、火災などを想定） 

 

 

○災害の種類、規模によって、一次避難場所を判断する。 

○津波などの可能性がある場合は、到達時間が２０分以上かかる場合は、二次避難場所と 

して大友公園に避難誘導を行う。到達まで２０以内の場合は、校舎四階および屋上を 

緊急避難場所とする。 

○その他気象庁の災害レベル３が発令された場合、保護者へ今後の対応の連絡を行う。 

連絡後の生徒への対応を適切かつすみやかに行う。 

川田 ● ●

下田 ● ●

A

グランド
B

一次

避難場所

職員・生徒

昇降口

体育館
（給食調理場）

校舎

津久見市指定避難場所

駐車場

職員・生徒

昇降口

二次

避難場所

（大友公園）

津久見図書館
（市教委）

一次

避難場所

出入り口

職員玄関

2F渡り廊下
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※周辺地域の状況 

項目 内容 

① 海抜 学校所在地 （3M） 

避難場所① 津久見中学校グランド（3M）到着時間 5 分 

避難場所② 大友公園（30M）到着時間 10 分 

② 海岸からの距離  学校までの距離    900M 

 避難場所①までの距離 1000M 

 避難場所②までの距離 700M 

③ 河川からの距離 

(彦ノ内川) 

 

 学校までの距離    10M 

 避難場所①までの距離 100M 

 避難場所②までの距離 200M 

④ 避難場所の指定状況 地区の避難所 

住所【津久見市大友町６】 

施設名【大友公園】 

⑤ 市町村ハザードマップ

等の確認 

津久見市防災マップ 

  岩屋・彦ノ内地区 

 

※学校施設の状況 

項目 内容 

① 校舎の高さ  校舎の高さ          20M 

 学校所在地の海抜を加えた高さ 23M 

② 屋上・最上階フロア等の

収容可能人数 

 学校が避難所となった場合の収容可能人数 

① 屋上    100 名 

② 4 階フロア 150 名 

③ 周辺で避難可能な高台

及び施設 

地区の避難所 

住所【津久見市大友町６】 

施設名【大友公園】 

④ 災害時要援護者の把握

と避難手段の検討 

災害時要援護者数（  ）人 

避難手段    （徒歩） 

⑤ 学校の施設・設備等の点

検・整備 

 定期的に学校施設・設備の点検を行う 

 防災上必要な設備・器具・用具の整備を行う。 
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⑵ハザードマップ ※津久見市ハザードマップより （最新版） 
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⑶学校が避難所となった場合の役割分担 

 

段階 役割分担 具体的内容 担当者 

１ 学校災害対

策本部の設

置 

避難所支援

班の結成 

・学校災害対策本部を図書室に設置する。 

・避難所支援班の構成人数および役割分担の決定。 

・地域の自主防災組織や市町防災担当局の職員など

との協力体制の確立。 

・学校医、地域医師会との連携。 

・ボランティアの受け入れ準備。 

・使用可能施設の把握。 

 

 

校長・教頭・事務主幹 

学年長 

２ 施設開放区

域の明示 

解放できる区域の明示(校長室・職員室・事務室・保

健室などの管理運営上必要な場所は解放しない。) 

教務主任 

高齢者や障害者などへの優先的配慮 養護教諭 

事前に決めておいた優先順位に従って施設などを開

放。 

教務主任 

立入禁止区域の明示 生徒指導 

緊急車両やヘリコプターの発着スペースの確保 体育科 

３ 避難者誘導 避難所のマナーと一般的注意の徹底 生徒指導主任 

各学年生徒指導 

担当者による誘導(高齢者・障害者・乳児のいる母親

などの優先) 

生徒指導主任 

各学年生徒指導 

４ 救援物資の

調達配給 

配給時におけるトラブルの回避 生徒指導主任 

食料、医療物資などの市町災害対策本部への要請 事務主幹、養護教諭 

教頭 

高齢者、障害者などや非常持ち出し品のない家庭優

先 

事務主幹、教頭 

食事、救援物資の配給経路の把握 事務主幹 

５ 衛生環境の

整備 

仮設トイレの設置 教頭・事務主幹 

ごみ集積場所の管理 栄養教諭・事務吏員 

食中毒や伝染病などの、衛生面への配慮 養護教諭 

６ 仮設テント

の設置 

緊急車両の妨げとならない場所 グランドバックネット側、

テニスコート 
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７ 避難所運営

組織づくり

の支援 

運営本長、副本長との連携 

班編成、班長会議について助言 

避難生活の基本的ルールについての助言 

管理職 

生徒指導主任 

各学年主任 

８ ボランティ

アの受け入

れ 

専門ボランティアにコーディネートを依頼 

活動拠点の設置 

災害ボランティアセンターとの連携 

教務主任 

生徒会担当 

CS担当 

９ 炊き出しへ

の協力 

使用可能な調理室、給食室の提供。 

献立、衛生管理などについての助言 

栄養教諭 

養護教諭 

１０ 避難者名簿

作り 

原則として入所時に記入(氏名・性別・年齢・住所な

ど)速やかな名簿の作成と更新 

教頭 

１１ 情報連絡活

動 

避難用緊急電話の設置依頼 事務主幹 

メディアを活用した情報収集 校内情報担当 

日本語がわからない外国人のために看板等の設置 英語科 

１２ 自主災害組

織への移行 

避難所運営が避難住民の自治組織に移行した場合

は、教職員や側面からの指導を行う。 

全職員 

 

（4）関係機関連絡（大分地方気象台） 

 

大分地方気象台  

〒870－0023  大分市長浜町 3丁目 1番 38号 

係 電話 ＦＡＸ 

観測予報 

 

防災 

 

業務 

 

097-532-2247  

 

097-532-0644  

 

097-532-0667 

 

097-536-0091 

 

097-536-4749 

 

097-536-4749 

 

警報・注意報の発

表状況、天気予報等

自動応答ダイアル 

 

天気予報、注意報・警

報等の情報 

週間天気予報、週間

天気概況 

 

ＮＴＴテレフォンサービスや１７７は終了したため、インターネッ

ト等を活用して情報収集に努める。 
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（5）緊急時生徒引き渡し 

①共通理解用マニュアル(意義・目的含む) 

緊急時生徒引き渡しマニュアル  津久見市立津久見中学校 

 

 先の東日本大震災の発生時には、避難した児童・生徒を無事に保護者に引き渡すことに大変苦労した

学校が多数ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こうしたことを教訓として、津久見中学校では緊急時の引き渡しのために詳細な引き渡しカードを作

成して保護者（代理人）に対して確実に生徒を引き渡すことができるよう準備をします。 

 実際の緊急場面でも、以下の流れに従い生徒の引き渡しを進めますので、十分な理解と速やかな行動

をお願いします。 

１．緊急時の引き渡し基準 

   非常災害 程  度 対  応 

 

地 震 

（学校を含む地域

の震度） 

震度５弱以上 ◎原則、保護者への引き渡し 

・引き渡すまでは学校（または二次避難場所）待機 

震度４以下 ・通学路の安全を確認して通常登下校 

・状況に応じて教職員引率の集団下校 

・保護者の帰宅困難時、届け出がある生徒については学校

待機、引き取りを待つ 

津 波 

（学校を含む地域

への発表） 

津波注意報 

津波警報 

大津波警報発令 

・地震基準にもとづく 

・原則、解除されるまで避難場所待機 

・原則、解除されてから保護者への引き渡し 

その他 

河川氾濫・土砂災害・通学路の建物崩壊 等 

・下校の安全確保が困難な場合、校長判断により生徒学校

待機、保護者引き渡し 

不審者被害・凶悪事件発生後、 

犯人が逃走中 

◎原則、保護者引き渡し 

・引き渡すまでは学校待機 

①電話やメールが不通となり、保護者との連絡が取れない状況の中、児童の安否を確認でき

ない不安から、たくさんの保護者が自家用車で学校に押しかけ、道路の大渋滞を引き起こ

した。保護者は動きがとれず、結果的に引き渡しに大変な時間を要した。 

②引き渡しのルールが作られていなかったため、なかなか保護者が迎えに来られなかった。

学校では教職員が付き添い集団下校で児童・生徒を自宅まで送ったが、帰っても家に誰も

いない家庭があり、余震が続く中、児童が大変不安な思いで保護者の帰りを待っていた。 

③震災当日、担任が不在であったために担任以外の教員が対応したが、保護者の顔がわから

ず、引き渡しに時間がかかった。 

④引き渡しカードに記載のない人が児童・生徒の引き取りに来たために、引き渡しをしなか

った。（児童・生徒も知らない人のため、不審者との区別ができなかった。） 

（「東日本大震災における学校等の被害と対応に関するヒアリング調査」等より：日本安全教育学会） 
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２．「緊急時引き渡しカード」の作成（別紙配布） 

  円滑かつ安全な引き渡しのために「緊急時引き渡しカード」を使用して引き渡しを行う。 

（１）代理人について 

    ①保護者が来られないとき、引き取りに来られる可能性が高い順番に書いてください。 

    ②趣旨をご説明の上、代理人になっていただくことを依頼し、必ずご本人の了解を得てくだ

さい。 

    ③お子さんが確認できる（知っている）成人の方をお願いします。 

     例）祖父母・親戚・近所の方 等 

 （２）カードの家庭用控えについて 

   ・学校に提出後、１部コピーをとってお返しします。緊急時に家族が活用できるよう、掲示し

ておいてください。毎年更新していただきます。 

 

３．引き渡しの仕方 

 （１）連絡手段 

    ①通信手段（携帯メール・電話）が使えるとき 

     ・テトルにて必要事項を連絡します。    

    ②すべての通信手段が途絶し、連絡できないとき 

     ・１の「引き渡し基準」にそって保護者の判断で来校するようにお願いします。 

     ・通信手段が使えない場合でも、状況に応じて、学校の玄関等に避難状況や引き渡し場所等

を掲示するなどの対応に努めます。 

 

 （２）引き渡し場所…児童の安全確保ができる場所を判断します。 

     ・学校（運動場、体育館） または 

・避難場所（大友公園）等 

 

 （３）引き渡し方法 

    ①受付（担当職員） 

・学級名簿で引き取り者を受け付けます。 

    ②担任による引き取り者確認（長子生徒担任）  

・学級担任が児童に引き取り者を確認します。 

例）担任「この人は誰（名前）ですか。」生徒「祖父（○○）です。」 

・「緊急時引き渡しカード」記載者と照合します。 

    ③引き渡し 

       ・担任による引き取り者の照合確認ができたら引き渡します。 

       ・自宅以外に引き取る場合の連絡先など必要な連絡事項を担任に伝えてください。 

・下学年に整列している弟、妹の担任に引き取りを告げて連れて帰ってください。 
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②引き渡しフォロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【本部】 

  

 

 

 【引き渡し受付】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

※緊急時には大変な混乱が予想されます。可能な限り車以外でのお迎えをお願いします。 

引き渡し場所の決定 

保護者に通知（一斉メール） 

引き渡しカード準備 

生徒を待機場所へ誘導 

保護者を誘導（４年部） 

引き渡しカードでの確

認 

児童に口頭確認 

引き渡し方法の説明（教頭） 

引き取り者受付（４年部） 

・名簿にチェック 

引き渡し状況の集約 

市教育委員会に報告 ・残った生徒の保護 

・保護者対応用職員残留 

事

前

準

備

保

護

者

対

応

事

後

対

応

学校災害対策本部（校長・教頭） 学 級 担 任 
 

３
年 

２
年 

１
年 

・長子生徒から引き渡し 

・引き取り者は弟妹の担

任に引き取り確認を

して帰宅 

災害対策本部に連絡 
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③引き渡しカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重  要

年

年

年

年

代理人 生徒との続柄

引き渡し

場所

引き渡し

日時

　　月　　　　日

　　時　　　　分

実際の

引き取り者
生徒との続柄

帰宅先
電話 確認

教職員

②

住　　所

性別

（ふりがな）

①

在学弟妹名

自宅電話

　R　　年度 　緊急時引き渡しカード

津久見市立第一中学校 電話：0972-82-5161

（ふりがな） 続柄 電話番号

氏　名（ふりがな） 電話番号

保護者氏名

長子生徒名

津久見市

（ふりがな） 続柄 電話番号

＜引き渡し時 学校記入欄＞

③

津久見市立津久見中学校 
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①

・

・

・

・

③
・

①

④

＜緊急時引き渡しカードの作成＞

長子生徒学年で１枚書いてください。

なるべく早く迎えに来られる方にしてください。

カードの家庭用控えについて
学校に提出後、１部コピーをとってお返しします。非常災害時に活
用できるよう掲示しておいてください。

保護者が無理なときに、来られる可能性が高い順に書いてください。

② 代理人は

事前にご本人に依頼して、了解を得てください。

お子さんが確認できる（知っている）成人の方をお願いします。

引き取る生徒名と引き取りに来られた方（保護者または代理人）の
名前を言ってください。

② 引き取り者確認

＜緊急時引き渡しの手順＞

受　付

担任に引き取る子どもの名前を言って連れて帰ってください。

弟・妹の引き取り

担任に連れて帰る場所・連絡先を言って子どもを連れて帰ってくだ
さい。

長子生徒の担任が引き取りに来た方の確認をします。
○生徒に引き取り者の顔確認
　　教師「この人はだれ。」
　　生徒「祖父です。」
○「緊急時引き渡しカード」との照合

③ 帰宅先の確認

緊急時は混雑しますので、可能な限り車以外でのお迎えをお願いします
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⑹Jアラートが作動した場合の判断及び学校の対応  

（１）弾道ミサイル発射の情報伝達 

 ①在宅時は、自宅待機 

 ②登下校中は、身近な遮蔽物に身を隠す行動をとり、その後の情報伝達により、 

  下記（２）又は（３）の対応 

（２）弾道ミサイル通過の情報伝達 

 ①生徒は、安全に配慮して登校 

 ＜学校＞・登校してこない生徒の安全確認 

（３）弾道ミサイル落下の情報伝達  

 ①臨時休業となるので自宅待機  

 ＜学校＞・生徒の安全確認を行い、市教育委員会→県教育委員会に報告 

     ・在校中の場合も臨時休業とし、生徒の下校確認 

 ※臨時休業の解除は、県教育委員会から通知 

 

⑺アラートが作動しない場合 

  通常登校を基本とするが、県教育委員会が通常の学校活動を行うことが危険と判断 

 する場合は、臨時休業を判断し、通知することもある。  

 

弾道ミサイル発射に係るＪアラート作動時の対応について（流れ図） 

（具体的行動については、別紙２を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）弾道ミサイル発射 

児童生徒は自宅待機 

（２）弾道ミサイル通過 

弾道ミサイル落下の可能性有り 

（３）弾道ミサイル落下 

安全に配慮して登校 臨時休業 

Ｊアラート 

Ｊアラート 

Ｊアラート 

Ｊアラート 
避難解除 

避 難 
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時間帯 在校中 登下校中 在宅・外出中 

判断者 校長が判断 
生徒等が判断 

公共交通機関が判断 
保護者等が判断 

Ｊアラート作動 

（１）弾道ミサイル発射 

屋外にいる場合 

・近くの建物の中、又は地下に避難する。近くに適当な建物がない場 

 合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ頭部を守る。 

・自転車乗車時は、直ちに下車し、近くの建物（できれば頑丈な建物） 

 の中や地下に避難する。 

・公共交通機関利用時は、運行会社の指示で避難する。 

屋内にいる場合 
・窓から離れるか、窓のない部屋へ移動する。カーテンを閉め、ガラ 

 スの飛散を防止する。 

自動車の車内にいる場合 

・車は燃料のガソリンなどに引火するおそれがあるため、車を止めて 

 近くの建物（できれば頑丈な建物）の中や地下に避難する。 

・スクールバスは安全が確保できる場所に止めて同様に避難する。 

 避難が困難な場合は、窓より下に身をかがめ頭部を守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

臨時休業解除は、県教育委員会から通知 

弾道ミサイル落下の可能性有り 

 

 

 

 

（３）弾道ミサイル落下 

 

 

 

・口と鼻をハンカチで覆いながら、密閉性の 

 高い建物の中、又は風上に避難する。 

 （有害物質を吸引しない行動） 

臨時休業 → 自宅待機 

（在校中は、生徒の下校確認） 

（２）弾道ミサイル通過 

避難解除 → 安全に配慮して登校 

（登校してこない生徒の安全確認） 

【学校が準備すること】 

①登下校中の見守り体制の構築 

 保護者や地域住民・見守りボランティア等に、

登下校中の生徒に危険を知らせ、建物内へ避難誘

導してもらうよう協力を依頼する。 

②児童生徒への指導の徹底 

 大分県ホームページにある国民保護ポータル

サイト等の情報を活用し、避難訓練などの事前指

導を徹底する。 

弾道ミサイル発射に係るＪアラート作動時の行動の一覧表 

ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射された

模様です。建物の中、又は地下に避難して下さい。 

（総務省消防庁） 

直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又

は地下に避難して下さい。ミサイルが落下する

可能性があります。直ちに避難して下さい。 

ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイルが

●●地方に落下した可能性があります。続

報を伝達しますので、引き続き屋内に避難

して下さい。（総務省消防庁） 

ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイル

は、●●地方から●●へ通過した模様です。不

審な物を発見した場合には、決して近寄らず、

直ちに警察や消防などに連絡して下さい。（総

務省消防庁） 


